
★平成16年度雲南市職員採用試験を次のとおり行います。 

受付期間 … 

受付場所・時間 … 

試験の種目、試験区分、採用予定人員及び職務内容 

1. 

2. 

3.

受験資格 4.

試験の日時、試験地、試験会場及び合格発表 5.

雲南市総務部総務課・平日の午前8時30分から午後5時15分まで 

※郵送による場合は、2月7日（月）までの消印のあるものに限り受け付けます。 1月20日　　～2月9日 木 水 

試験の種目 試験区分 採用予定人員 職　　務　　内　　容 

中級 
（短大卒程度）  保育士 若干名 

雲南市の保育園（所）又は幼稚園に勤務し、保育
園（所）保育士又は幼稚園教諭として従事します｡ 

試験種目 試験区分 年　齢　・　性　別　等 

中級 
（短大卒程度） 保育士 

昭和50年4月2日から昭和60年4月1日までに生まれた者（平成17年4月1日現在で、満
20歳から満29歳までの者）で保育士の資格及び幼稚園教諭の免許の両方を有する
者、又は平成17年3月末までに当該資格及び免許の両方を取得する見込みの者 

区　分 日　時 試験地及び会場 合　格　発　表 

第1次試験 
2月20日（日）  
受付時間  9:15～9:45  試験開始 10:00～  

木次町木次1013-1 
雲南市役所4階会議室 

3月上旬頃受験者に 
通知します｡ 

第2次試験 
3月上旬の予定 
第一次試験合格通知の際にお知らせします｡ 

3月中旬頃受験者に 
通知します｡ 

平成16年度 雲南市職員採用試験案内 

市
報
う
ん
な
ん
１
月
号
の
記
載
内
容
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

19
ペ
ー
ジ
ま
ち
の
Ｈ
Ｏ
Ｔ
な
話
題
中
　
雲
南
市
内
の
温
泉
施
設
深
谷
温
泉
の
電
話
番
号

（
誤
）
４
９
・
９
４
３
１
　→

（
正
）
４
５
・
５
４
５
４

お
詫
び
と
訂
正

市
民
部
税
務
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
３
４

住
民
税
は
、
１
月
１
日
現
在
の
住
所
地
の

市
町
村
が
前
年
中
の
所
得
に
よ
り
課
税
す
る

も
の
で
す
。

●
申
告
相
談
日
程

【
期
間
】

２
月
16
日
（
水
）
〜
３
月
15
日
（
火
）

【
場
所
】

旧
町
村
の
区
域
ご
と
に
１
〜
２
ヶ
所
の
会

場
で
行
い
ま
す
。

※
詳
細
は
全
戸
配
布
の
申
告
相
談
日
程
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人

（
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人
を
除
く
。）

①
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

②
農
業
所
得
が
あ
る
人

③
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
あ
る
人

●
所
得
税
の
還
付
申
告

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
こ
と
に
よ
り

所
得
税
の
還
付
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

①
住
宅
を
取
得
し
た
場
合

②
退
職
等
に
よ
り
年
末
調
整
を
受
け
ら
れ

な
か
っ
た
場
合

③
多
額
の
医
療
費
の
支
出
が
あ
っ
た
場
合

な
ど

健
康
福
祉
部
長
寿
障
害
福
祉
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
４
２

ま
た
は
各
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
で

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

方
は
、
16
年
12
月
31
日
現
在
の
認
定
状
況
に

よ
り
、
所
得
税
法
及
び
地
方
税
法
上
の
障
害

者
控
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

基
準
な
ど
く
わ
し
い
内
容
は
下
記
の
と
お
り

で
す
。

こ
の
障
害
者
控
除
を
受
け
る
に
は
、
申
請

に
よ
り
控
除
の
対
象
者
で
あ
る
と
の
認
定
を

受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
雲
南
市
の

各
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
へ
認
定
申
請
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
各
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て

控
除
の
対
象
者
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定

し
、
対
象
と
な
る
場
合
に
は
認
定
書
を
発
行

し
ま
す
。

こ
の
認
定
書
に
よ
る
障
害
者
控
除
は
、
確

定
申
告
を
さ
れ
る
際
に
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、認
定
書
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
身
体
障
害
者
手
帳
の
１
級
ま
た
は

２
級
を
お
持
ち
の
方
は
、
そ
の
手
帳
の
所
持

に
よ
り
「
特
別
障
害
者
控
除
」
が
受
け
ら
れ

ま
す
の
で
、
こ
の
手
続
き
を
さ
れ
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
３
〜
６
級
の
手
帳
を
お
持
ち
の
場

合
は
そ
の
手
帳
の
所
持
に
よ
り
「
障
害
者
控

除
」
が
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
要
介
護
認
定
の

状
況
に
よ
り
、
こ
の
申
請
を
さ
れ
認
定
さ
れ

た
場
合
に
「
特
別
障
害
者
控
除
」
が
受
け
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
身
体
障
害
者

手
帳
を
提
示
の
う
え
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
認
定
の
基
準
】

○
所
得
税
法
及
び
地
方
税
法
上
の
障
害
者
控

除
の
市
町
村
長
が
認
定
す
る
事
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
基
準
に
よ
り
「
障
害

者
控
除
」
ま
た
は
「
特
別
障
害
者
控
除
」

の
対
象
者
で
あ
る
こ
と
の
認
定
を
し
ま
す

●
「
障
害
者
控
除
」
の
対
象
と
な
る
方

①
介
護
度
が
要
介
護
１
〜
５
の
認
定
を
受

け
て
い
て
、
主
治
医
意
見
書
の
「
痴
呆

性
老
人
の
日
常
生
活
自
立
度
」
が
Ⅱ
ａ
、

Ⅱ
ｂ
、
Ⅲ
ａ
、
Ⅲ
ｂ
と
判
定
さ
れ
た
方

●
「
特
別
障
害
者
控
除
」
の
対
象
と
な
る
方

①
介
護
度
が
要
介
護
１
〜
５
の
認
定
を
受

け
て
い
て
、
主
治
医
意
見
書
の
「
痴
呆

性
老
人
の
日
常
生
活
自
立
度
」
が
Ｍ
と

判
定
さ
れ
た
方

②
介
護
度
が
要
介
護
３
〜
５
の
認
定
を
受

け
て
い
て
、
主
治
医
意
見
書
の
「
障
害

老
人
の
日
常
生
活
自
立
度
（
寝
た
き
り

度
）」
が
Ｂ
１
、
Ｂ
２
、
Ｃ
１
、
Ｃ
２
と

判
定
さ
れ
た
方

※
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
た
方
が
16
年
中

途
で
死
亡
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
最

終
の
認
定
状
況
に
よ
り
判
定
し
ま
す
。

建
設
部
都
市
建
築
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
６
４

ま
た
は
各
総
合
セ
ン
タ
ー
ま
で

雲
南
市
木
次
町
地
内
で
の
都
市
計
画
道
路

の
変
更
を
計
画
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い

都
市
計
画
法
に
基
づ
い
て
原
案
の
縦
覧
を
次

の
と
お
り
行
い
ま
す
。

●
都
市
計
画
の
種
類
　

木
次
都
市
計
画
道
路

●
都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

雲
南
市
木
次
町
木
次
、
新
市
、

下
熊
谷
、
里
方
、
山
方
、
西
日
登

●
縦
覧
場
所

市
役
所
建
設
部
都
市
建
築
課

●
縦
覧
期
間
　

２
月
15
日
（
火
）
〜
３
月
１
日
（
火
）

（
土
日
、
祝
日
を
除
く
８
時
30
分
〜
17
時
）

◎
経
済
産
業
省
所
管
統
計
調
査
功
労

統
計
調
査
員
感
謝
状
贈
呈

長
妻

な
が
つ
ま

勉つ
と
む

さ
ん
（
大
東
町
）

永
年
に
わ
た
り
統
計
調
査
に
従
事
さ
れ
、
そ

の
功
績
が
特
に
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り

◎
島
根
県
知
事
感
謝
状
贈
呈

毛
利

も
う
り

幸こ
う

さ
ん
（
木
次
町
）

各
種
統
計
調
査
に
従
事
さ
れ
、
そ
の
成
績

が
優
秀
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り

市
で
は
国
土
交
通
省
直
轄
事
業
で
あ
る
尾

原
ダ
ム
建
設
事
業
、
中
国
横
断
自
動
車
道
尾

道
松
江
線
建
設
事
業
と
そ
の
関
連
事
業
の
着

実
な
推
進
を
図
る
た
め
非
常
勤
の
顧
問
２
名

を
設
置
し
ま
し
た
。

な
お
、
任
期
は
平
成
18
年
12
月
31
日
ま
で

の
２
年
間
で
す
。

市
民
部
市
民
生
活
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
３
１

全
国
各
地
で
、
警
察
官
や
弁
護
士
を
装
っ

て
交
通
事
故
名
目
の
示
談
金
等
の
お
金
を
振

り
込
ま
せ
よ
う
と
す
る
電
話
に
よ
る
詐
欺
事

件
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
電
話
が
あ
っ
た
場
合
は
、
す

ぐ
に
お
金
を
振
り
込
ま
ず
、最
寄
り
の
駐
在
所
、

警
察
署
又
は
市
役
所
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

15 14

（
平
成
17
年
１
月
１
日
付
）

尾原ダム対策担当
田中　豊繁
（木次町）

雲　南　市　顧　問

高速道路関連事業対策担当
山根　昊一郎
（三刀屋町）

申
告
は
正
し
く
期
限
内
に

住
民
税
の
申
告
相
談
に
つ
い
て

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
る
方
の「
税
法
上
の
障
害
者
控
除
」

認
定
申
請
手
続
き
に
つ
い
て

雲
南
市
顧
問
の

選
任
に
つ
い
て
（
敬
称
略
）

振
り
込
め
詐
欺
等
に

注
意
し
ま
し
ょ
う

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す（

敬
称
略
）

都
市
計
画
変
更
図
書
の

縦
覧
に
つ
い
て



―確定申告は、自分で書いて、お早めに― 

日時　3月13日（日） 開場 13：30～  開演 14：00～ 入場料 

【チケット取り扱い場所】島根文化情報コーナー・プラバホール（松江市）、アツタ楽器・パラオ（出雲市）、古代鉄歌謡館、 
　　　　　　　　　　大東町民体育館、チェリヴァホール、サンライン、ラメール、アスパル 

【お問い合わせ先】 大東税務署 　　 0854－43－2360
【お問い合わせ先】 自衛隊島根地方連絡部松江募集案内所 

　 　　　　　　　 0852－24－6537

【お問い合わせ先】 三刀屋文化体育館アスパル 　　 0854－45－9222

 
■所得税 

　2月16日（水）～3月15日（火） 
　ただし、還付申告は1月から受付しています。 
■消費税・地方消費税（個人事業者） 

　1月4日（火）～3月31日（木） 
■贈与税 

　2月1日（火）～3月15日（火） 

 
納期限は、上記申告期間の最終日です。 
納税は口座振替での納付を、還付は口座振込みでの
受け取りをお勧めします。 
■振替日　所得税：4月19日（火） 
　　　　　消費税・地方消費税：4月26日（火） 

　普段は社会人や学生であっ
ても、希望者を試験により予備
自衛官補として採用し、所定の
教育訓練終了後、予備自衛官
として任用し、有事の際は自衛
官として社会に貢献できます。 

 
①一般公募　18歳以上34歳未満 
　　　　　　（平成17年7月1日現在） 
②技能公募　18歳以上で保有する技能に応じ53～55 
　　　　　　歳未満（採用予定月1日現在の年齢） 

 
両公募とも平成17年4月8日（金）まで 

 
①平成17年4月16日 
　陸上自衛隊出雲駐屯地 
②平成17年4月16～18日のいずれか1日 
　陸上自衛隊伊丹駐屯地（兵庫県） 

※そのほか詳しくは、自衛隊島根地方連絡部松江募集
案内所まで 

　しまねポップスオーケストラは2002年12
月デビューの島根県初の本格的なポップ
スオーケストラです。「宇宙船艦ヤマト」の
作曲でお馴染みの作曲家宮川泰氏の指
導のもと、音楽の楽しさを聴衆とともに味わ
うことをモットーとし、プレーヤーは県内に住
むアマチュアによって構成されています。 
　演奏曲目は昨春のテレビドラマで話題と
なった「砂の器」より「宿命」、組曲「宇宙
船艦ヤマト」、「映画音楽メドレー」など盛り
沢山です。 
　このほかゲスト演奏では、ピアノ、スキャッ
ト、和太鼓とのセッションもあります。 
　この機会にぜひ、本格的なポップスオー
ケストラをお楽しみください。 

※当日各300円アップ 

税務署窓口での相談、確定申告の受付 

採用年齢 

受付締切 

試験期日・場所 

納　税 

大　　　人／1,000円 
高校生以下／ 500円 

税務署からのお知らせ 

17 16

市
民
部
市
民
生
活
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
３
１

国
民
年
金
制
度
が
次
の
よ
う
に
変
わ
り
ま

す
。

保
険
料
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て

【
平
成
17
年
4
月
分
〜
】

今
回
の
改
正
で
は
、
最
終
的
な
保
険
料
水

準
を
決
め
て
、
保
険
料
に
あ
わ
せ
て
給
付
を

調
整
す
る
「
保
険
料
水
準
固
定
方
式
」
の
考

え
方
で
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
平
成
17

年
度
か
ら
は
毎
年
度
２
８
０
円
ず
つ
引
き
上

げ
ら
れ
、
平
成
29
年
度
か
ら
月
額
１
６
、
９

０
０
円
と
な
り
ま
す
。
平
成
17
年
度
は
、
月

額
１
３
、５
８
０
円
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度
の
拡
充

【
平
成
18
年
7
月
実
施
】

納
付
の
し
や
す
い
環
境
の
整
備
を
図
る
点

か
ら
、
現
制
度
の
全
額
免
除
と
半
額
免
除
に

加
え
、
４
分
の
１
免
除
お
よ
び
４
分
の
３
免

除
が
追
加
さ
れ
ま
す
。
免
除
期
間
に
つ
い
て

の
年
金
給
付
額
は
、
４
段
階
に
区
分
さ
れ
算

定
さ
れ
ま
す
。

若
年
者
納
付
猶
予
制
度

【
平
成
17
年
4
月
〜
平
成
27
年
6
月
ま
で
の

時
限
措
置
】

学
生
で
な
い
若
年
者
に
つ
い
て
、
本
人
及

び
配
偶
者
の
所
得
要
件
で
保
険
料
納
付
を
猶

予
し
、
追
納
で
き
る
仕
組
み
が
設
け
ら
れ
ま

し
た
。

◎
30
歳
未
満
の
第
１
号
被
保
険
者
で
あ
っ

て
、
本
人
及
び
配
偶
者
の
所
得
が
基
準
に

該
当
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

◎
納
付
猶
予
期
間
は
、
年
金
の
受
給
資
格
期

間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
の
計
算
に

は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

◎
納
付
猶
予
期
間
に
つ
い
て
は
、
10
年
間
追

納
で
き
ま
す
。

◎
納
付
猶
予
期
間
中
に
障
害
と
な
っ
た
り
、

死
亡
し
た
場
合
に
は
、
障
害
基
礎
年
金
又

は
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

申
請
免
除
・
学
生
納
付
特
例
等
の

承
認
期
間
の
遡
及

【
平
成
17
年
4
月
〜
】

現
在
の
制
度
で
は
「
申
請
日
の
属
す
る
月

の
前
月

〜
〜
〜
〜
〜
〜

」
以
後
の
保
険
料
納
付
が
免
除
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

◎
申
請
免
除
に
つ
い
て
は
「
直
前
の
７
月

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

」

ま
で
、
学
生
納
付
特
例
に
つ
い
て
は
「
直〜

〜
〜

前
の
４
月

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

」
ま
で
遡
及
し
て
承
認
さ
れ
ま

す
。

◎
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
に
つ
い
て
は
、
申

請
免
除
と
同
じ
で
す
が
、
平
成
18
年
６
月

ま
で
の
申
請
に
限
り
、
平
成
17
年
４
月
ま

で
遡
及
し
て
承
認
さ
れ
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納
の

優
先
順
位
の
見
直
し

【
平
成
17
年
4
月
実
施
】

現
在
は
、
全
額
免
除
や
半
額
免
除
、
学
生

納
付
特
例
制
度
に
よ
っ
て
納
付
を
免
除
さ
れ

て
い
た
保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
は
、
学
生

納
付
特
例
を
先
に
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
改
正
後
は
、
学
生
納
付
特
例
期
間

よ
り
前
に
免
除
期
間
が
あ
る
場
合
は
、
本
人

の
選
択
に
よ
り
先
に
経
過
す
る
保
険
料
か
ら

納
め
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

免
除
基
準
の
見
直
し

【
平
成
17
年
4
月
実
施
】

申
請
免
除
の
所
得
要
件
が
見
直
さ
れ
ま

す
。
単
身
世
帯
を
中
心
に
所
得
要
件
の
緩
和

が
行
わ
れ
ま
す
。

追
納
加
算
率
の
見
直
し

【
平
成
17
年
4
月
実
施
】

免
除
期
間
や
納
付
特
例
期
間
の
保
険
料
を

納
め
る
場
合
、
納
付
月
か
ら
２
年
を
過
ぎ
る

と
当
時
の
保
険
料
額
に
加
算
分
が
付
加
さ
れ

毎
年
保
険
料
月
額
が
増
額
と
な
り
ま
す
。

こ
の
加
算
率
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
水
準

（
４
％
）
か
ら
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
の

特
例
届
出
　
　
【
平
成
17
年
4
月
実
施
】

第
３
号
被
保
険
者
期
間
の
う
ち
、
第
３
号

被
保
険
者
に
係
る
届
出
を
し
な
か
っ
た
こ
と

に
よ
り
、
保
険
料
納
付
済
期
間
に
算
入
さ
れ

な
い
期
間
が
あ
る
方
は
、
届
出
に
よ
り
保
険

料
納
付
済
期
間
に
算
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

◎
平
成
17
年
4
月
1
日
前
の
第
3
号
被
保
険

者
期
間
に
つ
い
て
は
、
届
出
に
よ
り
保
険

料
算
入
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

◎
平
成
17
年
4
月
1
日
以
後
の
第
3
号
被
保

険
者
の
届
出
が
遅
れ
た
場
合
に
つ
い
て

は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
れ
ば
届
出
に
よ
り
保
険
料
算
入
期
間

に
算
入
さ
れ
ま
す
。

国
民
年
金
の
高
齢
任
意
加
入
対
象
者

の
拡
大
　
　

【
平
成
17
年
4
月
実
施
】

65
歳
ま
で
に
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格

期
間
を
満
た
す
こ
と
が
出
来
な
い
人
に
つ
い

て
は
、
65
歳
以
上
70
歳
未
満
の
期
間
に
お
い

て
も
任
意
加
入
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
現
行
で
は
昭
和
30
年
４
月
１
日
以
前

に
生
ま
れ
た
人
が
対
象
で
し
た
が
、
今
回
の

改
正
で
昭
和
40
年
４
月
１
日
生
ま
れ
ま
で
が

対
象
と
な
り
ま
し
た
。

口
座
振
替
割
引
制
度
の
導
入

【
平
成
17
年
4
月
実
施
】

現
在
の
口
座
振
替
で
は
、
１
年
分
ま
た
は

６
月
分
を
ま
と
め
て
払
う
前
納
の
場
合
に
保

険
料
が
割
安
に
な
り
ま
し
た
が
、
月
々
に
口

座
振
替
で
納
付
す
る
場
合
に
も
、
１
月
早
く

納
付
す
る
こ
と
に
よ
り
割
引
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

国
民
年
金
制
度
改
正
に
つ
い
て




